
 

 

 地域人口の急減に対処するための 
特定地域づくり事業の推進に関する法律 概要 

 特定地域づくり事業(三２)を推進し、併せて地域づくり人材(二)の確保及び 

 その活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資すること 

 一 目 的 

 ・地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援 

 ・広報その他の啓発活動 

 ・公布の日から起算して６月を経過した日（令和２年６月４日）から施行 

 ・施行後５年を目途に検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずる 

 四 その他 

 都道府県知事の認定を受けた（中小企業等協同組合法上の）事業協同組合 

 三 特定地域づくり事業協同組合 

 ①自然的経済的社会的条件からみて一体であり、 

  地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要な地区 

 ②(ⅰ)特定地域づくり事業が適正に行われることを確保する見地から適当で 

    あり、かつ、組合の職員の就業条件に十分に配慮されている計画 

  (ⅱ)当該事業が地域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資すること 

 ③当該事業を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎 

  ＊労働者派遣法における労働者派遣事業の許可の基準を参酌 

 ④事業協同組合、関係事業者団体及び市町村の間の十分な連携協力体制 

 １ 認定基準 

 ①地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会の提供 

  (ⅰ)このうち労働者派遣事業に該当するものを、届出のみで行うことができる 

  (ⅱ)組合は、労働関係法令を遵守するとともに、労働者派遣事業の適正な実施に努める 

  (ⅲ)国及び地方公共団体は(ⅱ)のために必要な助言、指導その他の措置を講ずる 

 ②地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業の 

  企画及び実施 

 ２ 特定地域づくり事業 

 地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域

社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材 

 二 地域づくり人材 

 ・組合に対する必要な財政上の措置その他の措置 

 ・組合に対する必要な情報の提供、助言、指導その他の援助 

 ３ 国及び地方公共団体の援助等 


